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要旨： 購入型クラウドファンディングという金融手法はすでに大衆に認知され，もはや本稿において説明す

る必要もない．クラウドファンファンディングにより資金を調達したことのある人や支援をしたことのある人

も巷間少なからずいるであろう．とても素晴らしい金融システムである．金融の近代化・民主化といえる．イ

ンターネットで案件を閲覧するとすべての案件が夢や志やアイデアに溢れており，応援したくなる．しかし、

現実にはクラウドファンディングで資金を調達することは大衆のモニタリングに晒されるため，並大抵な努力

では資金調達できない．残念ながら不調に終わる案件もある．筆者は少しでも不調案件を減らすべく思案を重

ねてきた．無尽の利用が奏功するのではないかと筆者はかつての論文で述べたが，本稿はその改案である．そ

こで，団や組を組成しない相互掛金（又は看做無尽）のシステムの準用が購入型クラウドファンディングにな

じむのではないかという仮説を立てた．もちろん実現させるには克服すべき課題は山積しており，論旨の矛盾

や誤謬の指摘も覚悟の上である．相互掛金をご存じの方はかつて金融業界に携わった方か，あるいは，現在に

おいて地域共同体内で無尽会、講会と称して会員の相互扶助や親睦のために掛金の払込をされている方々だけ

かもしれない．しかし、戦前は庶民の生活を支える主要な金融手法であり，たくさんの無尽会社が営業してい

た．そして金融の近代化とともに無尽会社は相互銀行へと発展していった経緯がある．筆者は，今なお相互掛

金の復活は停滞した日本経済の起爆剤になりえると思料する． 

キーワード: 無尽，講，相互掛金，看做無尽，無尽会社，無尽業法，相互銀行，相互銀行法，無尽掛金表、 

購入型クラウドファンディング 
 

 
 

１．はじめに 

本稿においてクラウドファンディングの詳細に

ついてはあえて触れないが，世界的に見てもクラ

ウドファンディングの市場は拡大の傾向にあり，

今後も伸張し続けることであろう．日本クラウド

ファンディング協会の調査によると国内の購入型

クラウドファンディング市場は2017年は77億円，

2018 年は 115 億円，2019 年は 169 億円となって

おり，2019 年は 2017 年と比較して 2 倍以上に市

場規模は拡大している．（ただし，この数値は募集

額の全額が発生した場合を前提としている）筆者

の居住地内の事業者や知人にも購入型クラウドフ

ァンディングを利用し，資金調達した案件が見ら

れる．これはクラウドファンディングは社会的に

認知された証ともいえる．よって，購入型クラウ

ドファンディングの不調案件を減らす取り組みも

社会的に意義のあるものと思料する． 

 

 

 

２．相互掛金（看做無尽） 

ここで相互掛金について説明しておく．若年者

にとっては初めて耳にする金融用語であろう．こ

れは金融商品で旧相互銀行に許可された主要業務

であり，独占業務である．昭和 26 年 6 月に公布・

施行された相互銀行法によって多くの無尽会社が

相互銀行に転換した．これは戦前に数多く営業し

ていた無尽会社を近代化することを目的としたも

のである．その際，無尽会社の主要業務である掛

金業務を引き継ぎ，相互掛金という名称にしたも

のである．ただし，従来の伝統的な無尽と異なる

点は加入者が団や組を組成しないことである．伝

統的な無尽は加入者が団や組を組成し，掛金を抽

選や入札の方法で資金を加入者に給付するシステ

ムである．加入者間の相互扶助の理念がその根底

にある．よって，加入者の掛金は外部には運用せ

ず，加入者間で融通することとなる．しかし，昭

和 24 年 6 月公布・施行された改正無尽業法に 
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よって従来の無尽とは異なる看做無尽の取扱いが

認められ，これ以降，看做無尽が主流となってい

った．この看做無尽は団や組を組成せず，加入者

は一定期間の掛込をすれば任意（希望）の時期に

給付を受けられるシステムである．従来の無尽は

加入者の希望する時期に資金の給付を受ける融通

性に乏しかったが，看做無尽はこの従来の無尽の

弱点を克服するもので柔軟性に富んでおり画期的

である．しかも資金の需給を希望しない加入者は

満期に自己の掛金の合計額と運用益を受給できる

ものであり，余裕資金の運用商品としても加入者

に有利な商品であった．この看做無尽が相互掛金

の源流である．相互銀行は看做無尽を相互掛金と

いう名称にし，平成になり普通銀行に転換するま

で掛込方法や運用方法に改良を重ねていった．相

互掛金（看做無尽）と従来の伝統的な無尽との大

きな違いは，団や組を組成するか否か，資金給付

時期を加入者の希望する任意の時期に設定できる

か否か，及び相互扶助の理念があるか否かの 3 点

であり，掛金の払込と給付に対する考え方につい

ては基本的には変わらない．現在，相互銀行は全

て普通銀行に転換したため相互掛金業務を取り扱

っている業者はない．また，相互銀行法の施行に

よって無尽業法において金銭無尽の取扱いは廃止

され，物品無尽のみが認められることとなった．

これにより現在営業している無尽会社は物品無尽

を営む日本住宅無尽株式会社だけとなっている．

以下に相互銀行法の相互掛金業務の条項と改正無

尽業法の掛金業務の条項を列挙する． 

                     

「一定の期間を定め，その中途または満了の時に

おいて一定の金額の給付をすることを約して行う

当該期間内における掛金の受入」相互銀行法第 2

条                    

「一定ノ給付金額ヲ定メ一定ノ期間内ニ掛金ヲ払

込マシメ其ノ期間ノ中途又ハ満了ノトキニ於イテ

掛金者ニ対シテ金銭ノ給付ヲ為スモノハ無尽ト看

做ス」改正無尽業法第 1 条 

              

３．無尽掛金表のスタイル 

無尽は日本古来の独自の金融システムで明治維

新以後，日本の近代化のために欧米より輸入した

金融システムではない．同一地域共同体内の構成

員の相互扶助を目的として日本各地において草の

根的に行われていたもので，その歴史は鎌倉時代

の 1275 年頃まで遡ると過去の研究では明らかに

されている．現在でも沖縄県や山梨県では知人同

志で無尽会が催されているという．近代以降，無

尽を営利目的で営業する無尽会社が発足し，戦後，

相互銀行に転換するまで無尽会社は庶民金融の主

要な担い手となってきた．一方，無尽掛金表のス

タイルは，各無尽会社によって異なり，夥しい数

の無尽掛金表が存在していた．行政当局の大蔵省

は数度にわたり掛金表統一のため模範となる掛金

表を作成し，業界に推奨した．無尽掛金表は，非

常に複雑多岐にわたるが，大別すると東京式，大

阪式，折衷式の 3 つに分類される．以下に簡単に

その説明を述べる．                

(1)東京式：基本的に資金の給付の前後によって毎

月の掛金の金額が変わらない．最終受給口の総掛

込金額が給付を受ける金額を超過するもの．よっ

て早期に給付を受けた者が資金運用上有利となり， 

終期に受給を受けた者は金融利回的に不利な仕組

みとなっている．シンプルであるが，金利が不公

平であり，射幸的興味を含んだ掛込スタイルであ

る． 

(2)大阪式：資金の給付の前後によって毎月の掛金

の金額が異なる．給付後は支払利息を含んだ金額

（掛増金）が掛込金額となる．最終受給口の総掛

込金額が給付を受ける金額に満たない．つまり，

終期に給付を受ける者は資金の運用益を受給する

こととなり合理的かつ平等な掛込スタイルである．

無尽会社が近代化するにつれて大阪式の掛込スタ

イルが主流となっていった． 

(3)折衷式：名古屋式とも呼ばれ，最終受給口の総

掛込金額が給付を受ける金額と同額のものをいう． 

 以上、簡単に 3 つの掛込スタイルを説明したが，

これら 3 つのスタイルの中にも多様なバリエーシ

ョンがある．ここでは，その詳細の説明は割愛す

る． 

無尽会社の掛金表の特徴として、上記のとおり

多種多様な掛込スタイルがあること，資金の給付 

時期によって加入者の金融利回が異なること， 

つまり金利計算が複雑で不公平であること，タイ

ムリーな受給が期待できないこと、相互扶助の理 

念が希薄なことが挙げられる． 
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４．購入型クラウドファンディングに対する新

しいシステムの導入案 

4.1 相互掛金（看做無尽）のシステムを利用 

 購入型クラウドファンディングの成約不調を減らす

取り組みとして新に相互掛金（看做無尽）のシステム

の利用を提案する．相互掛金とは相互銀行の主要業

務で「一定の期間を定め，その中途又は満了のとき

において一定の金額の給付をすることを約して行う当

該期間内における掛金の受入」をいう．無尽会社に

おいても看做無尽として同様の取り組みが行われて

きており，昭和 24 年 6 月に公布・施行された無尽業

法の改正によって看做無尽が法的に認められた．看

做無尽とは従来の無尽とは異なり、契約者に団や組

の組成を求めないため，契約者が随時に加入でき，

一定の掛け込みをすれば任意の時期に給付が受け

られるものである．よって加入者にとっては非常に利

便性が高く，取扱高も従来の無尽を駆逐する勢いで

伸びていったものである．これがのちの相互銀行に

おける相互掛金の源流であり，システム的にはほとん

ど同じものである．なお，満期（最終）受給口は定期

積金契約と全く同じものとなる． 

 

4.2 導入の理由 

 購入型クラウドファンディングと無尽の特徴を融合さ

せ，不調案件を減らすことができるのではないかと考

えた． 

(1)購入型クラウドファンディングの弱点 

・たとえ優良案件でも大衆の理解や共感が得られな

いと不調になる． 

・事故歴やネガティブ情報のある事業者は不利．（ネ

クストチャンスも必要） 

(2)無尽の特徴 

・タイムリーな受給があまり期待できない． 

・金利の不公平． 

・誰もが加入でき，しかも受給手続きが簡単． 

・相互掛金（看做無尽）の強みは、団・組を組成せず，

任意の時期に資金を受給できることである． 

 

4.3 システムの簡単な説明 

(1)資金提供者（支援者）側 

 資金提供者側からすると支援した案件が不調となっ

たことにより、資金を引き揚げるか，またはオプション

として事業者よりリターンを受け取って取引が終了と

なる．しかし、ここで相互掛金のシステムを準用してク

ラウドファンディング運営事業者（以下、プラットフォ

ーム）に資金を貸し付けるというオプションを設ける．

これにより，下記(2)の資金需要者の掛込期間終了後

等に当初の支援額と利息を受領する形式をとる． 

つまり契約上はプラットフォームに対する貸付となり，

資金提供者側から見れば定期預金となる．この資金

提供者からの預金が資金需要者への給付金の原資

となるが，給付の発生時期や金額は預金発生時期や

預金金額とは一致はしない．よってプラットフォーム

側においては自己資本の充実が要求される．預金業

務については後述するが無尽業の許可を受ければ

可能である．ネットバンクにおいても銀行法により預

金業務は許可されている． 

（2）資金需要者側 

 購入型クラウドファンディングで目標が未達となり，

希望資金額を調達できなかった事業者が対象となる．

このシステムでは調達希望額を相互掛金の初回受給

者として資金を調達し，以後，毎月掛金を支払ってい

くものである．実質借入金の毎月返済という形式とな

る．しかし、契約上は借入ではなく，あくまで掛金の払

込となる．調達方法のメリットとしては少額・短期であ

るため，金融機関からの借入より申込手続き，審査，

契約条件等が簡単かつ迅速であることである. また，

インターネット上に案件が記載されることで既に一定

のモニタリングがなされている．金融機関より借入す

る場合は，申込手続き、審査、契約条件等に労を要

し，かつ，必ずしも融資を受けられるとは限らないが，

相互掛金のシステムを利用することによって，手続き

等が簡略化され，よりタイムリーな資金調達が可能と

なる． 

 ただし，無審査・無条件の給付（与信）は債権管理

上，避けるべきである．誰もが与信を受けれることは

理にかなわない．よって以下に例として，成約条件の

しばりを述べる． 

・集めた支援額・支援件数に下限を設ける． 

・与信額と期間に上限を設ける．金額は目標額の

100%以内で上限は 100万円、期間は 24ヶ月以内が

妥当と考える．（少額かつ短期間） 

・契約条件や財務内容により金利を流動的にする． 

（3）預金利回、金融利回について 

利回についてはミドルリスク・ミドルリターンレンジの

案件が対象となるため金融機関の預金・貸付利回よ

りは高めに設定した．現状妥当な水準と思料する．以

下において利回の計算根拠を述べる． 

①資金提供者の利回（預金利回） 

 相互掛金の最終受給口の利回が根拠となる。 

表１－１の相互掛金契約均一給付式掛金表の例
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（最終受給口の場合）をご覧いただきたい． 

例示の最終受給口の預金利回りは年 4 ％となり，拙

案の資金提供者の預金利回は，初回一括資金提供

のため年 5％～7％が妥当といえる． 

預金利回の計算例は相互銀行史 195頁より引用した

ものである．（社団法人全国相互銀行協会編，1971

年） 

②資金需要者の金融利回 

表 1－2の相互掛金契約均一給付式掛金表の例（初

回受給口の場合）をご覧いただきたい． 

最終受給口の預金利回りである年 4％をもとに算

出したものである．年 11.84% となり，妥当とい

える． 

金融利回の計算例は相互銀行史 195頁より引用した

ものである．（社団法人全国相互銀行協会編，1971

年） 

 

4.4 主なメリットとディメリット 

(1)資金提供者 

メリット 

①元本及び運用益が保証されており，しかも金融機

関への預金より高利回である． 

②資金需要者に対する貸付ではなく，プラットフォー

ムに対する貸付となるのでリスクが軽減される．よって，

プラットフォームを介した間接金融の形式となる． 

ディメリット 

少額のため運用益も少額となる．高収益を望む場合

は，多くの案件を支援する必要がある． 

(2)資金需要者 

メリット 

①当座の運転資金が得られ，毎月の掛金額はほぼ

一定のため，資金繰りが立てやすくなる． 

②金融機関からの借入より手続きが簡便である． 

③夢に挑戦するチャンスを再び得ることができる． 

ディメリット 

①希望額を調達できるか不確定である． 

②現実を直視した経営をしないと資金繰りに支障をき

たす懸念がある．つまり夢見がちな経営者には向か

ない． 

③金融機関からの借入よりは高金利となる． 

(3)プラットフォーム 

メリット 

より多くの案件を手掛けることにより社会的評価が高

まり，その結果，資金調達や人材獲得がしやすくなる． 

 

 

ディメリット 

①債権管理に忙殺されることとなる．貸倒は現実的に

は避けられず，業務範囲が拡大する． 

②資金提供者に対する元本及び運用益を保証する

という重大な責務を負うこととなる．（元本を保証する

か否かの論点は，別論点となるので，ここでは触れな

い．便宜的に元本保証としたものであうる．） 

 

 

表 1-1 相互掛金表の例 最終受給口の場合 

回次 各回掛金 
給付金額        

（定期積金満期金額） 
 

1 40,000   

2 40,000   

3 40,000   

4 40,000   

5 40,000   

6 40,000   

7 40,000   

8 40,000   

9 40,000   

10 40,000   

11 40,000   

12 40,000   

13 40,000   

14 40,000   

15 40,000   

16 40,000   

17 40,000   

18 40,000   

19 40,000   

20 40,000   

21 40,000   

22 40,000   

23 40,000   

24 40,000 1,000,000  

掛金合計 960,000    
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表 1-2相互掛金表の例 初回受給口の場合 

回次 各回掛金 
給付金額        

（借入金額） 
 

1 40,000 1,000,000  

2 50,000   

3 50,000   

4 50,000   

5 50,000   

6 50,000   

7 50,000   

8 50,000   

9 49,500   

10 49,500   

11 49,500   

12 49,500   

13 49,500   

14 49,500   

15 49,500   

16 49,500   

17 49,000   

18 49,000   

19 49,000   

20 49,000   

21 49,000   

22 49,000   

23 49,000 

 

 

24 49,000  

掛金合計 1,178,000    

表 1-1, 1-2は相互銀行史 195頁より引用し、筆者が 

本稿のために編集した． 

 

期間：24 ヵ月（月掛） 

契約給付金額：1,000,000円 

各回掛金 

   給付前掛金 40, 000円均一 

   給付後掛金 2回～8回 50,000 円（掛増金 10,000円） 

            9回～16回 49,500円（掛増金 9,500円） 

           17回～24回 49,000円（掛増金 9,000円） 

 

 

 

 

 

 

・表 1-1 の最終受給口（資金提供者）の預金利回 

掛金の月積数は以下のとおりの算式で，等差級数

の和で求めた． 

 
(初項＋末項)×項数

2
 

これによると積数は 300 月となり，毎月 40,000

円掛けの場合の運用元金は 12,000,000 円となる． 

運用益は 40,000 円であり，月利を年利に換算する

と年 4％の預金利回となる． 

資金提供者は毎月掛金を掛込わけではないが，こ

こでは利回計算の都合上，毎月均等額 40,000 円を

掛込ことを仮定した． 

①最終受給口の掛金月積数 
40,000×（24＋1)

2
× 24 =

12,000,000 

 

②最終受給口の預金利回  
1,000,000−960,000

12,000,000
×

12＝年 4% 

 

 

・表 1-2 の初回受給口（資金需要者）の金融利回 

初回受給口は給付後掛金が掛増金の段階的逓減方

式であるため，月積数の計算もやや複雑で段階的

となり以下のとおりである． 

初回受給額 1,000,000 円が借入元金となり，借入期

間 23 ヶ月の場合の月利を年利に換算すると年

11.84％の金融利回となる． 

 

①初回受給口の掛金月積数 40,000 × 24＋
50,000×(23＋17)

2
×

7＋
49,500×(16＋9)

2
× 8＋

49,000×(8＋1)

2
× 8 = 14,674,000 

 

②初回受給口の金融利回 

1,178,000−1,000,000＋14,674,000×年 4%÷12

1,000,000×23
× 12 =年 11.84% 
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５．克服すべき課題 

 以上，拙論を披露したが論旨の根拠が荒唐無稽

で実現させるには克服しなければならない課題が

かなり多い．以下にそれらを列挙する．      

(1)無尽業法の改正が必要である．現行の無尽業法

は物品無尽のみが認められており，金銭無尽の扱

いは廃止された．よって金銭無尽の取扱いを復活 

させるためには無尽業法の改正が必要となる．こ

れが最大の難関である．現在営業している無尽業

者は物品無尽を行う日本住宅無尽株式会社のみで

ある．無尽業に対して時代遅れという偏見を持ち，

法改正に抵抗を示す関係者も少なからずいると思

料される．しかし､仮に改正が認められ，無尽業法

適用業者となれば，掛金業務（看做無尽）に加え

て預金業務が可能となる．一方，相互銀行法は廃

止されており，復活はできないため無尽業法の改

正で対処することとした． 

(2)資金給付（与信）業務や預金業務を扱うことに

よりプラットフォームに新たなノウハウとさらな 

る自己資本の充実が求められ，行政当局の規制を

今以上に受けることとなる．ただし，この点につ

いては業界の質の向上に繋がるものであり好まし

い． 

(3)相互掛金（看做無尽）業務が大衆に容認される

か否かが不確実である．また資金の給付業務が相

互掛金ではなく単なる貸付と解釈されることも十

分考えられ、その方が自然かもしれない．給付と

とらえるのは論理に飛躍があるとの指摘を受ける

可能性がある． 
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